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電子渡航認証(eTA) とは? 
カナダ入国ビザ免除プログラム参加国の国籍の方が、カナダに「空路」で渡航する際に必要となる新し

い手続きです。eTAはパスポートに電子的にリンクされ、有効期間は最長 5年間、またはパスポートの

有効期限までとなります。 

 

eTAが必要な人は? 
米国以外の国籍で、ビザ免除プログラム参加国の国籍の方は、渡航前に eTAを取得しなければなり

ません。（日本、多くのヨーロッパ諸国の国籍の方が該当いたします。参照：下部図、黄色）米国の永住

権（グリーンカード）保持者も eTAを取得する必要があります。カナダへの渡航を計画し始めたらすぐ

に eTAを取得することをお勧めいたします。（米国籍の方、カナダビザ保持者は eTAを取得する必要

はありません。） 
 

詳細確認はこちらをクリックしてください。 

 

JTB の eTA 申請代行サービス 
申請代行をご希望のお客様は、Visa@jtbusa.com までお問い合わせください。専任スタッフが、リーズ

ナブルな手数料でお客様に代わり eTAの申請・受領を代行いたします。 

 

 

eTA Required 

Visa Required 
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